
(公財)岡山県武道振興会理事長　殿

　　　　（岡山武道館館長）

〒　　　-　　　　

申　請　者　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

 (団体名)　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名

電話番号 　　　　　　－　　　　　　－　　　　

  法人の場合は、その主たる事務所の所在地、

  名称、代表者氏名及び電話番号　　

  岡山武道館条例（昭和４５年岡山県条例５１号）第６条第１項の規定により、次のとおり申請します。

　（　　日間）

午前）  8－12時

午後）12－17時

夜間）17－22時

全日）  8－22時

 　利用責任者　 住　所〒　　－

住所・氏名

連絡方法

携帯電話 　　　　　－　　　　　－

　若しくは学生の催物

氏　名

TEL 　　　　　 　　－　　　　　　　－

区　　　分

　Ａ 　Ｂ 　Ｃ

　アマチュアスポーツ 　営利・宣伝を目的と 　その他の催物

　又は児童、生徒 　しない催物

第１ 第３ 応接室
利用施設

Ｅ、会議室
Ａ、主道場

入場料徴収
の有無

　　　有　（最高入場料　　　　　　　円） 無

第２

　

利用等許可申請書　（主　道　場）

令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

利用の目的 　

利用日時

令和　　年　　月　　日（　　曜日）　　時　　分　～　　　時　　分まで

令和　　年　　月　　日（　　曜日）　　時　　分　～　　　時　　分まで



Ａ ①

入場料を徴収 ②

しない場合 ③

Ｂ ①

徴収する場合 ②

施設使用料　合計　　

撤　　去

12～17時 17～22時

夜間

8～22時

全日

警備要員　　　　　　　　   　 名 駐車予定台数　       　 　 台 駐車場整理要員　        　　　  名

月　　　日 　時　　 分 　時　　 分 　時　　分 　時　  分

参加予定人数　　　　　　　 　名 準備要員　　　      　     名 清掃撤去要員　         　　　     名

　時　  分 　時　  分

　時　  分

行事開催
月　　　日 　時　　 分 　時　　 分 　時　  分 　時　  分

月　　　日 　時　　 分 　時　　 分

準　　備
月　　　日 　時　　 分 　時　　 分 　時 　 分 　時 　 分

月　　　日 　時　　 分 　時　　 分 　時 　 分

施設使用料及び付属設備機具使用料の合計

利　用　日 入　館 開　会 閉　会 退　館

　その他 1KW 120

午後施設使用料
本館（主道場）

22時以後の延長料
（１時間につき） 施設使用料計

午前

8～12時

　暖房使用料 1時間につき 22,800

　照明設備
　アマチュア 1KW 70

付属設備機具使用料計

　冷房使用料 1時間につき 17,100

プロジェクター １式 3,900

附属設備器具
使用の有無

長机 １台１日 80

椅子 １脚１日 60

ＭＤ・ＣＤプレイヤー １台１日 850

演台 １台１日 850

マイクロホン（有線） １本１日 350

ワイヤレスマイク １本１日 810

バドミントン機具 １組１時間 80

放送設備 (マイク1本付) １日 2,200

暗幕 １日 6,200

バレーボール機具 １組１時間 350

空調使用  １時間 990

バックスクリーン １日 2,200

空調使用  １時間 735

会議室（その他） １時間 660

3,140

会議室（アマチュア） １時間 490

品名 使用単位 使用料金(円) 数・時間 金額

照明用バトン １日


